
としお社労士事務所の

事 業 者 の 為 の
求 人 票 作 成 相 談

ハローワークでの求人募集の為の手続き方法をご案内

初 回
相 談
無 料

日 程

時 間

場 所

担 当

2024年10月1日（火）受付開始
＊土日も対応可

9:00～17:00内で1時間程度

基本的に事業所に直接訪問
松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市その他の周辺町村

中村 敏夫（社会保険労務士）

ご相談内容
ハローワークで求人を出す場合の手続き方法について、

事業所の登録方法やネットでの作成方法について等

長年ハローワークで求人担当とし
て勤務経験あり。採用に結び付く、
魅力ある求人票の作成方法を直接
ご訪問してレクチャーいたします。

担当者

相談申し込み

としお社労士事務所 Tel./Fax.0596-39-0720

事業所名： Tel.：
所在地：   業種：
希望日時： 依頼者名： 

HomePage

＊２回目以降は、3,000円/ｈ とさせていただきます。
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